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001 本様式作成日

十和田市立中央病院新改革プラン

平成 29 年 3 月 31 日

平成 28 年度 ～ 平成 32 年度

一般 療養 精神 結核 感染症 計

315 50 4 369

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計※

93 176 46 315

科目名

①

②

③

④
26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

救急患者数 9,495 8,826 9,000 9,000 9,500 9,500 9,500

手術件数 1,482 1,573 1,600 1,600 1,700 1,700 1,700

紹介率 64.0% 64.7% 70.0% 70.0% 72.0% 73.0% 74.0%

逆紹介率 58.8% 67.3% 70.0% 70.0% 71.0% 72.0% 73.0%

2)その他 26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

⑤

十和田市

所 在 地

十和田市立中央病院 現在の経営形態 公営企業法全部適用

平成　29　年　3　月　1　日

青森県十和田市西十二番町14番8号

施設コード

団体コード

（
１

）
地
域
医
療
構
想
を
踏
ま
え
た
役
割
の
明
確
化

　地域医療構想の推進により医療圏の診療体制や役割分担が進み、かかりつけ医からの紹介による専門診療科
の受診や入院患者の早期転院など、地域の診療体制が変化していくこととなるため、当院においても、経営の効率
化の観点からも段階的に診療体制の集約･拡充化等医療機能の変化が生じることが予想されることから、広報等
周知活動を充実させるなと、地域住民の方々のご理解を得られるよう努める。

１　上十三地域医療圏における中核病院として、主として高度急性期・急性期医療を担う
２　在宅への復帰支援として、回復期病床の機能充実を行う
３　自治体病院として救急、高度医療、小児・周産期医療等の不採算医療を担う
４　がん診療連携拠点病院として専門的ながん医療を提供する

地域医療構想を踏まえた当
該病院の果たすべき役割
（対象期間末における具体
的な将来像）

一般・療養病
床の病床機

能

一般・療養病
床の病床機

能

病床種別

病 床 数

上十三地域医療圏の自治体による中核病院として、
１　急性期医療･救急体制の充実
２　周産期医療の早期再開
３　在宅や地域介護施設の患者の入院を円滑にする体制の構築
４　上記取組みを支えるための持続的な健全経営体制の構築

診療科目

※一般・療養病床の合計数
と一致すること

消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、総合診療科、外科、脳神経外科、小児科、産婦人科、整形
外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、メンタルヘルス科、皮膚科、神経内科、放射線科、麻酔科
（計17科目）

団　　　　体　　　　名

新公立病院改革プランの概要

病
院
の
現
状

対　　象　　期　　間

策　　　　定　　　　日

プ　ラ　ン　の　名　称

病 院 名

青森県十和田市西十二番町14番8号

平成37年（2025年）におけ
る当該病院の具体的な将
来像

◎病院の建設改良に要する経費◎精神医療に要する経費◎感染症医療に要する経費◎リハビリテーション医療
に要する経費◎小児医療に要する経費◎救急医療の確保に要する経費◎高度医療に要する経費◎院内保育所
の運営に要する経費◎保健衛生行政事務に要する経費◎経営基盤強化対策に要する経費◎その他総務省の示
す基準に基づく経費
　当面の間は、当院の持続的経営を目的として資金収支にも配慮しつつ適正な繰入を行う必要が有るものの、本
来繰入金は必要最小限に留めるべきとされていることから、今後も一般会計と引き続き協議を続け、中長期的には
繰入金に極力依存しない経営体質の獲得を目指す必要がある。

1)医療機能・医療品質に係るもの

住民の理解のための取組
み

一般会計負担の考え方
（繰出基準の概要）
一般会計負担の考え方
（繰出基準の概要）

地域包括ケアシステムの構
築に向けて果たすべき役割

１　かかりつけ医師などの地域医療機関と連携し、支援することを目指す
２　在宅医療を支えるための急性期医療及び回復期医療の対応や、地域に不足している訪問看護の拡充などにつ
いて、当院を中心とした在宅医療ネットワークを構築する。そのため、十和田市地域包括支援センターとの連携によ
る具体的な取組を進める

医療機能等指標に係る数値目標
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①

1)収支改善に係るもの 26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

経常収支比率（％） 90.1% 90.5% 88.0% 92.0% 94.9% 94.4% 96.3%

医業収支比率（％） 88.4% 88.3% 86.6% 90.2% 92.3% 92.4% 94.1%

26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

材料費比率 22.5% 22.0% 20.6% 20.0% 20.9% 20.9% 21.4%

職員給与費比率 55.7% 55.3% 56.8% 53.9% 52.2% 52.1% 51.3%

委託料比率 10.4% 10.6% 11.3% 10.9% 10.5% 10.4% 10.1%

26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

新入院患者数 6,851 6,407 6,500 6,500 7,000 7,000 7,000

一日平均入院患者数※ 229.3 229.3 200.8 224.3 236.1 236.1 248.4 包括除く一般

病床利用率※ 69.7% 71.3% 71.0% 79.3% 83.4% 83.4% 87.8% 〃

一日平均入院診療単価※ 51,321 50,546 50,000 50,000 51,000 51,000 51,000 〃

（※「包括除く一般」と「包括」と別々に設定）

26年度
（実績）

27年度
（実績）

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考

常勤医師数 35 32 32 36 39 39 42

②

民間的経営
手法の導入

事業規模・事
業形態の見
直し

経費削減・抑
制対策

収入増加・確
保対策

その他

④

上記数値目標設定の考え方

目標達成に向けた具体的
な取組み（どのような取組
みをどの時期に行うかにつ
いて、特に留意すべき事項
も踏まえ記入）

･１人診療科解消のための医師確保
･救急体制の維持及び向上に向けた医師確保
･周産期医療の再開に向けた医師確保
･訪問診療担当医師の確保
･接遇など、全職種の資質向上に向けた各種研修・講演会等の実施
･プロパー専門職員の採用、診療情報管理士の増員

･診療報酬の請求漏れ対策として医師・看護師等への積極的な情報提供を行うことによる請求漏れ
やと返戻及び査定減に係る額の抑制
･未収金の発生防止及び回収対策として電話や文書による督促や裁判所による支払督促手続の活
用
･クリニカルパスの導入をより進めることによる入院日数の短縮
･現在一部無料となっている医療職の駐車料金の有料化

当面は現在の診療体制を維持することを前提とし、引き続き地方公営企業の全部適用体制による運
営を行うこととするが、経営改善実行の取組段階で改善効果が認められない場合や上十三地域医
療圏における医療情勢の変化があった場合に備え、引き続き経営形態の見直しについて検討する。

経営指標に係る数値目標（
２

）
経
営
の
効
率
化

新改革プラン対象期間中の
各年度の収支計画等

別紙１記載

4)経営の安定性に係るもの

2)経費削減に係るもの

･地域医療構想を踏まえた当院の役割を果たすための急性期機能の維持・向上・充実、在宅への復帰支援とした
回復期病床の機能充実、及び周産期医療の早期再開を果たすための目標を設定
･持続可能な経営体質の獲得を目指し、特に入院患者数の増に係る目標や費用削減に係る目標を設定した。

経常収支比率に係る目標
設定の考え方（対象期間中
に経常黒字化が難しい場合の
理由及び黒字化を目指す時
期、その他目標設定の特例を
採用した理由）

　当院の収支悪化要因を分析すると、新病院の建設及び医療機器の更新に係る減価償却費が非常に高額にも関
わらず、医師確保･入院患者数の伸び悩みにより過去の投資を回収できていない経営構造が挙げられる。
　今後も医療機器の定期的な更新が必要であり、収入の大幅な増収要因がなければ計画期間内の経常黒字の達
成は困難な状況であることから、本プランでは①当面は対象期間内の減価償却前の黒字の達成（単年度の資金不
足の解消）並びに最終的には対象期間内の新病院建設に係る減価償却費相当額を控除したうえでの経常収支の
黒字の達成を目指すこととした。

3)収入確保に係るもの

③

･修繕管理計画の策定
･医療機器整備計画の策定
･医療材料の経費削減及び適正管理の取組み
･委託料や賃借料の抑制
･出張旅費の見直しの検討

医師の獲得及び維持に向け、老朽化が進んでいる医師住宅の整備について、ＰＦＩ方式を活用した
整備手法を検討する。
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＜時　期＞

37年度末

＜時　期＞
32年度末

当該病院に係る再編・ネット
ワーク化計画の概要

※
点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合その
概要）

公表の方法 ホームページに掲載

毎年度その進捗状況を評価し、市議会委員及び学識経験を有する者から構成される十和田市病院事業経営審議
会に定期的に諮り、客観的な点検・評価を行う。

経営形態見直し計画の概要 ＜内　容＞

点検・評価の時期(毎年○月頃
等）

（注）
１詳細は別紙添付可
２具体的な計画が未定の場合
は、①検討・協議の方向性、②
検討・協議体制、③検討・協議
のスケジュール、結論を取りま
とめる時期を明記すること。

その他特記事項

･上十三地域医療圏における中核病院として、急性期医療機能の充実･提供を図り、圏域内の病院
等への支援を行う。特に、産科及び小児科を集約し、周産期医療の充実を図る。
･青森県地域医療構想に基づき医療機関の連携強化と情報共有を図るために青森県が整備した「地
域医療情報共有システム（通称：あおもりメディカルネット）」へ接続し、参加機関との診療情報の共
有を行うほか、医療サービスの質の向上及び円滑な退院調整を行う取組を進める。

（注）
１詳細は別紙添付可
２具体的な計画が未定の場合
は、①検討・協議の方向性、②
検討・協議体制、③検討・協議
のスケジュール、結論を取りま
とめる時期を明記すること。

･地域医療構想関連
　28年1月　上十三地域における地域医療構想策定ヒアリング実施
　28年3月　地域医療構想策定
　28年10月　（上十三）地域医療構想調整会議開催
　同月　　　　地域医療介護総合確保基金を活用した補助金の創設
　　　　　　　　（地域医療情報システム整備費補助金、病床機能分化・連携推進施設設備整備費補助金）
･新改革プラン関連
　27年11月　　　　担当レベル説明会開催
　28年1月･8月　　自治体病院経営研究会開催
　28年5月･12月　取組状況ヒアリング、その後定期的なフォローアップ

（
３

）
再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化

経営形態の見直し（検討）の方向
性
（該当箇所に✔を記入、検討中の
場合は複数可）

＜内　容＞

（
４

）
経
営
形
態
の
見
直
し

経営形態の現況
（該当箇所に✔を記入）

上記経営審議会開催後（決算確定後、毎年６～７月）

（５）（都道府県以外記載）新改革プ
ラン策定に関する都道府県からの
助言や再編・ネットワーク化計画策
定への都道府県の参画の状況

　「地方独立行政法人化（非公務員型）」「指定管理者制度の導入」が考えられるものの、新病院建設
に係る多額の企業債の精算が必要であることや、一般会計からの多額の負担金を受け運営を維持
している現状を鑑みると、早期の意向は難しい状況にある。
　また、「一部事務組合･広域連合方式」についても、構成団体間の意見集約と事業体としての意思
決定に多くの時間がかかるとともに、慎重な議論が不可欠である。
　当面は現在の診療体制を維持することを前提とし、引き続き地方公営企業の全部適用体制による
運営を行うこととするが、経営改善実行の取組段階で改善効果が認められない場合や上十三地域
医療圏における医療情勢の変化があった場合に備え、引き続き経営形態の見直しについて検討す
る。

当該公立病院の状況

二次医療又は構想区域内の病
院等配置の現況

･上十三地域医療圏内には、地方自治体が設置した病院が５（十和田市立中央病院、三沢市立三沢病院、六戸町
国保病院、公立七戸病院、公立野辺地病院）あり、民間の8病院を含めると計13の病院が存在

※六戸町国保病院は平成28年10月に診療所化

施設の新設・建替等を行う予定がある 

病床利用率が特に低水準（過去３年間連続して70％未満） 

地域医療構想等を踏まえ医療機能の見直しを検討する必要がある 

公営企業法財務適用 公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度 

一部事務組合・広域連合 

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度 民間譲渡 

診療所化 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行 


